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香川県立図書館ＡＶ資料館内利用要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、香川県立図書館（以下「県立図書館」という。）が所蔵す

るＡＶ資料の館内利用に関し必要な事項を定めるものとする。 

（ＡＶ資料の視聴） 

第２条 ＡＶ資料の視聴は、ＡＶブースで行うものとする。 

 （ＡＶブースの利用手続き） 

第３条 ＡＶ資料を視聴しようとする者（以下「利用者」という。）は、ＡＶブ

ース利用申込書（第１号様式）を提出しなければならない。 

２ ＡＶブース利用申込書は、県立図書館の閉館時刻の１５分前まで受け付け

るものとする。 

 （ＡＶブースの利用時間） 

第４条 ＡＶブースの利用時間は、１人（１組）２時間以内とする。ただし、

視聴しようとするＡＶ資料の１タイトルの再生時間が２時間を超えるときは、

１タイトル終了までとする。 

２ ＡＶブースの利用時間は、ＡＶ資料の再生時間に機器の操作に要すると認

める時間を加えた時間とする。ただし、ＡＶブースの利用終了予定時刻は、

県立図書館の閉館時刻を超えないものとする。 

（ＡＶブースの予約） 

第５条 利用者は、希望するＡＶ資料を他の利用者が視聴中のとき又は希望す

る人数用のＡＶブースがすべて利用中のときは、ＡＶブースの利用の予約を

することができる。 

２ ＡＶブースの予約は、ＡＶブース予約票（第２号様式）又はＡＶブース予

約票（第３号様式）を利用者に交付することにより行う。 

３ ＡＶブースの予約は受付順とし、利用開始時刻はＡＶ資料及びＡＶブース

の利用状況により決定する。 

４ ＡＶブースの予約による利用は、利用開始時刻に第２項に定めるＡＶブ

ース予約票を提示して行うものとする。 

５ 予約は、当日限り有効とする。 

 （利用制限のないデイジー資料等の利用） 

第６条 ＡＶ資料のうち、利用制限のない音声デイジー及びマルチメディアデ

イジー等を利用しようとする者は、デイジー資料等の利用に関する要綱第４

条に規定する申込書を提出しなければならない。 

２ 利用時間及び利用機器については、デイジー資料等の利用に関する要綱第

５条及び第６条の規定を準用する。 
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附 則 

（施行期日） 

  この要領は、平成１４年４月１７日から施行する。 

（施行期日） 

  この要領は、平成１７年１２月１３日から施行する。 

（施行期日） 

  この要領は、平成２６年１２月９日から施行する。 

 

 


